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発
行

　
　
告　
示

○
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
指
定
（
六
五
・
流
通

　

貿
易
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
六
六
・
都
市
計
画

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

　

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

　

数
（
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

　

（
一
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公
安
委
員
会
告
示

○
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
実
施
（
一
三
・
生

　

活
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
六
十
五
号

　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特

例
区
域
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　

平
成
二
十
年
七
月
九
日
付
け
で
内
閣
総
理
大
臣
が
認
定
し
た
秋
田
市
中
心

市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
（
中
活
認
定
第
三
十
六
号
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ

た
中
心
市
街
地
の
区
域
の
全
部

（
次
の
図
に
示
す
部
分
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
産
業
経
済
労
働
部
流
通
貿
易
課

及
び
秋
田
市
商
工
部
商
業
観
光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
六
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
能
代
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

　
　

能
代
都
市
計
画
下
水
道
（
能
代
市
公
共
下
水
道
）
の
変
更
の
総
括
図
、

計
画
図
及
び
計
画
書

二　

縦
覧
場
所

　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
四
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｉ
Ｔ
サ
ポ
ー
ト
あ
き
た

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

三　

國　

剛　

俊

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
北
秋
田
市
材
木
町
九
番
二
十
九
号

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
誰
も
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
情

報
通
信
技
術
を
学
び
合
い
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
人
々
と
共
に
手
を
携
え

て
、
生
き
が
い
、
社
会
福
祉
、
ま
ち
づ
く
り
等
の
実
践
や
働
き
た
い
人
へ

の
能
力
開
発
、
シ
ニ
ア
の
生
き
が
い
づ
く
り
や
仲
間
づ
く
り
に
寄
与
す
る

と
と
も
に
、
情
報
化
社
会
の
活
性
化
や
成
熟
化
に
貢
献
し
、
豊
か
で
充
実

し
た
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
す
。

秋
選
管
告
示
第
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

五
十
分
の
一
の
数　
　
　

一
八
、
七
九
三

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
三
、
二
六
七

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

選
挙
区
別

　

秋
田
市　
　
　
　
　
　

八
九
、
五
六
四

　

能
代
市
山
本
郡　
　
　

二
六
、
八
八
六

　

横
手
市　
　
　
　
　
　

二
八
、
五
一
三

　

大
館
市　
　
　
　
　
　

二
二
、
七
五
四

　

男
鹿
市　
　
　
　
　
　
　

九
、
八
六
五

　

湯
沢
市
雄
勝
郡　
　
　

二
〇
、
九
八
一

　

鹿
角
市
鹿
角
郡　
　
　

一
一
、
九
五
六

　

由
利
本
荘
市　
　
　
　

二
四
、
四
三
二

　

潟
上
市　
　
　
　
　
　
　

九
、
七
四
七

　

大
仙
市
仙
北
郡　
　
　

三
二
、
三
一
五

　

北
秋
田
市
北
秋
田
郡　

一
一
、
八
四
七

　

に
か
ほ
市　
　
　
　
　
　

七
、
八
五
九

　

仙
北
市　
　
　
　
　
　
　

八
、
七
九
二

　

南
秋
田
郡　
　
　
　
　
　

七
、
六
九
四

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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公
安
委
員
会
告
示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
13号

　
銃

砲
刀

剣
類

所
持

等
取

締
法

（
昭

和
33年

法
律

第
６

号
）

第
５

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

猟
銃

及
び

空
気

銃
の

取
扱

い
に

関
す

る
講

習
会

を
実

施
す

る
の

で
、

銃
砲

刀
剣

類
所

持
等

取
締

法
施

行
令

（
昭

和
33年

政
令

第
33

号
）

第
５

条
の

８
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

公
表

す
る

。
　

　
平

成
21年

２
月

13日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

柴
　

田
　

寛
　

彦
１

　
実

施
年

月
日

　
　

平
成

21年
３

月
26日

（
木

）
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
30分

ま
で

２
　

実
施

場
所

　
　

秋
田

市
山

王
五

丁
目

９
番

６
号

　
警

察
共

済
組

合
秋

田
県

宿
泊

所
　

ふ
き

み
会

館
３

　
講

習
科

目
及

び
講

習
時

間
数

　
　

猟
銃

及
び

空
気

銃
の

所
持

に
関

す
る

法
令

並
び

に
猟

銃
及

び
空

気
銃

の
使

用
、

保
管

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
５

時
間

実
施

す
る

。
４

　
受

講
定

員
　

　
40人

５
　

受
講

申
込

み
に

必
要

な
書

類
　

⑴
　

受
講

申
込

書
　

２
通

　
⑵

　
写

真
　

２
枚

　
　

　
写

真
は

、
受

講
申

込
書

を
提

出
す

る
前

６
月

以
内

に
撮

影
し

た
無

帽
、

無
背

景
の

顔
写

真
で

大
き

さ
が

３
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

四
方

の
も

の
と

す
る

。
　

　
　

な
お

、
郵

送
に

よ
る

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

６
　

受
講

申
込

み
等

　
⑴

　
申

込
み

用
紙

の
交

付
　

　
　

各
受

付
場

所
に

お
い

て
交

付
す

る
。

　
⑵

　
受

付
期

間
　

　
　

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
休

日
（

国
民

の
休

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

休
日

を
い

う
。

）
を

除
き

、
平

成
21年

２
月

13日
（

金
）

か
ら

同
年

３
月

19日
（

木
）

ま
で

の
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

。
た

だ
し

、
定

員
40人

で
締

め
切

る
。

　
⑶

　
受

付
場

所
　

　
　

住
所

地
を

管
轄

す
る

県
内

の
各

警
察

署
７

　
講

習
手

数
料

　
　

6,800円
　

　
受

講
申

込
書

を
提

出
す

る
際

、
秋

田
県

証
紙

に
よ

り
納

付
す

る
こ

と
。

８
　

そ
の

他
　

⑴
　

講
習

終
了

後
考

査
を

行
い

、
講

習
に

係
る

事
項

を
修

得
し

た
と

認
め

ら
れ

る
者

に
対

し
、

講
習

修
了

証
明

書
を

交
付

す
る

。
　

⑵
　

講
習

に
つ

い
て

不
明

の
点

は
、

秋
田

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

生
活

環
境

課
危

険
物

対
策

係
（

電
話

018-863-1111内
線

3168）
又

は
県

内
の

各
警

察
署

生
活

安
全

係
（

秋
田

中
央

警
察

署
に

あ
っ

て
は

生
活

環
境

係
）

に
問

い
合

わ
せ

る
こ

と
。

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


